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告

示

〇
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告
示
第
五
百
七
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八
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
七
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
を
廃
止
す
る
告
示

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

廃
止
前
の
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
以
下
「
旧
要
綱
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
を

受
け
た
食
品
（
以
下
「
認
証
食
品
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
認
証

食
品
に
つ
い
て
は
、
旧
要
綱
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
認
証
の
有
効
期
間
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
と
す
る
。
令
和
三
年
四
月
一
日
以
降
に
新
た
に
認
証
を
受
け
た
認
証
食
品
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

３�　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
認
証
を
受
け
て
い
る
認
証
食
品
に
つ
い
て
は
、
旧
要
綱
第
八
条
の
二
か
ら
第
十
七
条

ま
で
の
規
定
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
大
森
地
区
土
地
改

良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
七
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
七
月
十
三
日
か
ら
令
和
三
年
八
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

石
巻
市
役
所
及
び
石
巻
市
河
北
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
気
仙
沼
地
区
最
知
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
七
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間
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令
和
三
年
七
月
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
八
月
十
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

気
仙
沼
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
七
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
七
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

牡
鹿
郡
女
川
町
御
前
浜
御
前
無
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
御
前
浜
御
前
無
番
地
先
ま
で

前
Ａ

�

八
・
五

�

二
二
七
・
七
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ｂ
　

九
・
〇
～

�

一
一
・
〇

�
一
九
九
・
三

後
Ａ

�

八
・
五

�

二
二
七
・
七

　

Ｂ

　
　
　

　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
河
南
矢
本
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
七
月
十
三
日

�

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　

所　

長　
　

小　
　

林　
　

一　
　

裕　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

今　

井　

竜
太
郎

石
巻
市
鹿
又
字
八
幡
前
四
十
四
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

遠　

藤　

章　

一

石
巻
市
鹿
又
字
南
待
井
二
十
七
番
地
四

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

髙　

橋　

永　

悦

石
巻
市
和
渕
字
笈
入
二
十
三
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

門　

間　

一　

男

石
巻
市
前
谷
地
字
八
工
区
北
五
十
六
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

西　

山　

輝　

夫

石
巻
市
前
谷
地
字
山
根
二
十
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

加　

　

勇　

一

石
巻
市
須
江
字
瓦
山
前
五
十
五
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

石　

垣　

芳　

温

石
巻
市
広
渕
字
荒
神
前
二
十
七
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

石　

垣　

辰　

也

石
巻
市
広
渕
字
窪
田
三
十
九
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

渋　

谷　

和　

夫

石
巻
市
北
村
字
十
工
区
二
十
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

鈴　

木　

仁　

逸

東
松
島
市
小
松
字
里
前
十
六
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

菅　

井　

賢　

治

東
松
島
市
小
松
字
下
二
間
堀
百
九
十
九
番

地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

佐　

藤　

靜　

男

東
松
島
市
大
塩
字
平
田
原
百
一
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

土　

井　

寬　

治

東
松
島
市
大
曲
字
寺
沼
百
五
十
番
地
一

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

渡　

邊　
　
　

登

東
松
島
市
赤
井
字
本
谷
八
番
地
一

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

西　

村　

昌　

晴

東
松
島
市
赤
井
字
舘
前
二
百
二
十
九
番
地

一

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

黒　

田　
　
　

敏

石
巻
市
門
脇
字
二
番
谷
地
十
三
番
地
百
四

十
一

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

佐　

野　

謙　

哉

遠
田
郡
涌
谷
町
字
市
道
川
前
十
二
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

三　

浦　
　
　

近

石
巻
市
前
谷
地
字
樋
口
百
九
十
三
番
地

監　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

豊　

島　

栄　

一

東
松
島
市
小
松
字
上
前
柳
一
番
地
一

監　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

岩　

倉　

憲　

雄

石
巻
市
和
渕
字
坂
下
三
十
五
番
地

監　

事
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二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

今　

井　

竜
太
郎

石
巻
市
鹿
又
字
八
幡
前
四
十
四
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

笹　

野　

惠
一
郞

石
巻
市
鹿
又
字
梅
木
屋
敷
百
四
十
一
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

髙　

橋　

永　

悦

石
巻
市
和
渕
字
笈
入
二
十
三
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

門　

間　

一　

男

石
巻
市
前
谷
地
字
八
工
区
北
五
十
六
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

西　

山　

輝　

夫

石
巻
市
前
谷
地
字
山
根
二
十
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

大　

森　

康　

隆

石
巻
市
須
江
字
糠
塚
前
二
十
四
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

石　

垣　

芳　

温

石
巻
市
広
渕
字
荒
神
前
二
十
七
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

石　

垣　

辰　

也

石
巻
市
広
渕
字
窪
田
三
十
九
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

渋　

谷　

和　

夫

石
巻
市
北
村
字
十
工
区
二
十
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

鈴　

木　

仁　

逸

東
松
島
市
小
松
字
里
前
十
六
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

菅　

井　

賢　

治

東
松
島
市
小
松
字
下
二
間
堀
百
九
十
九
番

地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

佐　

藤　

靜　

男

東
松
島
市
大
塩
字
平
田
原
百
一
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

土　

井　

寬　

治

東
松
島
市
大
曲
字
寺
沼
百
五
十
番
地
一

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

渡　

邊　
　
　

登

東
松
島
市
赤
井
字
本
谷
八
番
地
一

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

西　

村　

昌　

晴

東
松
島
市
赤
井
字
舘
前
二
百
二
十
九
番
地

一

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

黒　

田　
　
　

敏

石
巻
市
門
脇
字
二
番
谷
地
十
三
番
地
百
四

十
一

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

澤　

田　

　

一

石
巻
市
前
谷
地
字
天
王
山
五
十
八
番
地

理　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

三　

浦　
　
　

近

石
巻
市
前
谷
地
字
樋
口
百
九
十
三
番
地

監　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

豊　

島　

栄　

一

東
松
島
市
小
松
字
上
前
柳
一
番
地
一

監　

事

令
和
三
年
六
月
二
十
七
日

遠　

藤　

章　

一

石
巻
市
鹿
又
字
南
待
井
二
十
七
番
地
四

監　

事

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
三
年
七
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

栗
原
市
築
館
留
場
雇
田
百
五
番
一
、
百
六
番
一
、
中
川

原
百
八
十
四
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

大
崎
市
古
川
旭
二
丁
目
三
番
八
号

�

株
式
会
社
北
都
開
発　
　
　
　
　


